
　町では平成21年に「美郷町災害ハザードマップ」
を全戸に配布しています。自分の周りの危険箇所につ
いて、日ごろから確認しておきましょう。

土砂災害から身を守るために
知っておきたい３つのポイント

　土砂災害警戒情報は、大雨警報が発表され、さらに
土砂災害発生の危険度が高まったときに、都道府県と
気象庁が共同で発表する防災情報です。気象庁や各都
道府県のホームページのほか、テレビやラジオの気象
情報でも確認できます。

　自主防災組織の育成・強化や、防災意識の高揚、円滑な
協力体制づくりを支援するため、自主防災組織活動費用の
一部を助成しています。申請期限は平成25年度までとな
っていますので、ぜひご活用ください。
対 象 者●自主防災組織
対象事業●①災害時要援護者の支援　④空き家対策
　　　　　②緊急連絡網図の作成　　⑤見守りチーム活動
　　　　　③訓練等の実施
補助金額●基本額と世帯割の合算額
　　　　　①基本額 １組織につき10,000円
　　　　　②世帯割(申請年度の４月１日現在の組織内世
　　　　　　帯数)１世帯につき300円
■ 町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903
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　土砂災害警戒情報が発表されたら、危険箇所付近の
方は最寄りの避難場所など、早めに安全な場所に避難
しましょう。強い雨や長雨のときなどは、防災行政無
線などによる呼び掛けにも注意してください。

①お住まいの地域周辺に
　「土砂災害危険箇所」がないかどうか確認する

②雨が降り出したら
　土砂災害警戒情報に注意する

③「土砂災害危険箇所」付近にお住まいの方は
　土砂災害警戒情報が発表されたら
　早めに避難する

申請はお済みですか？
自主防災組織活動費補助金

　町内の土砂災害危険地域付近にお住まいの方々を対象に、
土砂災害危険地域の防災に関する説明会が11月5日、6日、
8日の3日間にわたって開催されました。
　説明会では、避難勧告・避難指示の発令基準や、各地域
からの一次避難所までの避難経路、災害時要援護者の避難、
幼児・児童・生徒の登下校時の対応について説明が行われ
ました。
　参加者たちは熱心に聞き入り、避難方法などについて活
発な意見交換を行っていました。

　防災行政無線の内容を確認したいと
きは、以下の番号にお電話ください。
☎0187（85）3981
☎0187（85）3982
放送内容を聞くことができます。

土砂災害危険地域の防災に関する説明会
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防災行政無線「今何て言った？」

■元本堂自主防災会による災害時図上訓練の様子

広報美郷
2013.12 20



　中央体育館・南体育館の改修工事が完了し、全ての体育館に暖房が
設置されました。12月１日より暖房設備を利用する場合は、次の表の
使用料となります。また、美郷総合体育館リリオスの冷暖房の使用料
も改正されましたので、併せてお知らせします。

　12月１日より、トレーニングセンターみさとの所管が「教育委員会
生涯学習課スポーツ振興班（美郷総合体育館リリオス内）」に変わりま
す。宿泊利用はできませんが、体育館はこれまでどおり利用できます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

美郷総合体育館リリオス

アリーナ

観覧席

フィットネスルーム

会議室

ウォームアップルーム

暖
房
施
設

冷
暖
房
施
設

施設名 区　分

美郷町北体育館
美郷町中央体育館
美郷町南体育館

暖房設備

単　位

１時間
（１台当たり）

使用料 備　考

施設名 区　分 単　位 使用料 備　考

200円 ※暖房設備は、
　１体育館当たり８台設置。

※貸し切りの場合の使用料。
　部分使用の場合は、アリー
　ナの使用面積に応じて率を
　乗じる。

問い合わせ●町教育委員会　生涯学習課　スポーツ振興班　☎0187（84）4916

町内全ての体育館に
暖房設備が設置されました

「トレーニングセンターみさと」の
所管変更について 新

規
採
用
職
員

冬期間も快適に利用できます

■暖房設備使用料（美郷町体育館）

■冷暖房設備使用料（美郷総合体育館）

（
12
月
１
日
付
け
）

１時間

１時間

１時間

１時間

１時間

3,000円

1,500円

200円

100円

300円

トレーニングセンターみさと
町教育委員会　生涯学習課　スポーツ振興班　

☎ 0187（84）0033

☎ 0187（84）4916
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美郷町南体育館 美郷町中央体育館 美郷総合体育館リリオス
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